
 

  
                 

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
を
賦
課

期
日
と
し
て
課
税
し
ま
す
。 

そ
の
た
め
、賦
課
期
日
ま
で
に
家
屋
の
取

壊
し
や
新
増
築
、用
途
変
更
、未
登
記
家
屋
の

名
義
変
更
、土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
な
ど

を
さ
れ
た
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
２８
年
１
月
２
日
以
降
に
新
増
築
さ
れ

た
家
屋
に
つ
い
て
、固
定
資
産
税
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、税
務
課
家
屋
担
当
調

査
員
に
よ
る
家
屋
調
査
を
随
時
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜
２
２
０
８ 
  

   

対
象
家
屋
　
昭
和
５７
年
１
月
１
日
以
前
に
建

築
さ
れ
、平
成
２８
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１

日
に
工
事
費
が
５０
万
円
を
超
え
る
耐
震
改

修
を
行
っ
た
も
の 

減
額
さ
れ
る
額
　
平
成
２９
年
度
分
の
当
該
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
（
１
２
０
㎡
分

ま
で
）が
２
分
の
１
減
額 

申
請
期
日
　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
税
務
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

高
齢
者
等
居
住
改
修（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
）

を
し
た
と
き 

対
象
家
屋
　
新
築
か
ら
１０
年
以
上
経
過
し
、

６５
歳
以
上
の
方
、介
護
保
険
法
の
要
介
護

も
し
く
は
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
、ま
た
は
障
が
い
の
あ
る
方
の
い
ず
れ
か

の
方
が
居
住
さ
れ
て
い
る
住
宅
の
う
ち
、平

成
２８
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１
日
工
事
費（
補

助
金
等
を
除
く
自
己
負
担
分
）が
５０
万
円

を
超
え
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
行
っ
た

も
の（
賃
貸
住
宅
を
除
く
） 

対
象
工
事
　
①
廊
下
の
拡
幅
②
手
す
り
の
設

置
③
階
段
の
勾
配
緩
和
④
床
の
段
差
解
消

⑤
浴
室
の
改
良
⑥
引
き
戸
へ
の
取
替
え
⑦

ト
イ
レ
の
改
良
⑧
床
の
滑
り
止
め
化 

減
額
さ
れ
る
額
　
平
成
２９
年
度
分
の
当
該
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
（
１
０
０
㎡
分

ま
で
）が
３
分
の
１
減
額 

申
請
期
日
　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
税
務
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

熱 き 対
象
家
屋
　
平
成
２０
年
１
月
１
日
以
前
に
建

築
さ
れ
、平
成
２８
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１

日
に
、工
事
費
が
５０
万
円
を
超
え
る
熱
損

失
防
止
改
修
を
行
っ
た
も
の（
賃
貸
住
宅

を
除
く
） 

対
象
工
事
　
①
窓
の
断
熱
改
修
工
事（
窓
の

二
重
サ
ッ
シ
化
等
）②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事
④
壁
の
断
熱
改

修
工
事
　 

※
た
だ
し
、①
の
工
事
、ま
た
は
①
を
含
む
改

修
工
事
で
あ
り
、外
気
等
と
接
す
る
部
分

の
工
事
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、改
修
工
事
に

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
現
行
の
省
エ
ネ

基
準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
工

事
で
す
。 

減
額
さ
れ
る
額
　
平
成
２９
年
度
分
の
当
該
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
（
１
２
０
㎡
分

ま
で
）が
３
分
の
１
減
額 

申
請
期
日
　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
税
務
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
申
請
書
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。
各
改
修

に
つ
い
て
、必
要
な
添
付
書
類
等
、詳
し
く

は
税
務
課
固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

※
高
齢
者
等
居
住
改
修（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
）、

熱
損
失
防
止
改
修（
省
エ
ネ
改
修
）に
つ
い

て
、新
築
住
宅
特
例
や
耐
震
改
修
特
例
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
年
度
は
減
額
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜
２
２
０
８ 

   

現
在
、市
・
県
民
税
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
て
い
な
い
６５
歳
以
上
の
方
で
、１０
月
ま
で

に
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ

る
方
は
、１０
月
か
ら
公
的
年
金
等
に
関
す
る
市･

県
民
税
の
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。 

対
象
と
な
る
方
に
は
、既
に
お
送
り
し
た

納
税
通
知
書
で
徴
収
税
額
を
通
知
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。 

対
象
と
な
る
公
的
年
金 

　
老
齢
基
礎
年
金
、老
齢
厚
生
年
金
な
ど 

※
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
は
対
象
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

特
別
徴
収（
天
引
き
）が
中
止
と
な
る
場
合 

次
に
該
当
す
る
方
は
、特
別
徴
収
が
中
止

と
な
り
、普
通
徴
収
（
ご
自
身
で
納
付
）へ
変

更
と
な
り
ま
す
。 

・
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
な
く
な
っ

た
方 

・
年
金
の
支
給
が
停
止
し
た
方（
遺
族
年
金

等
に
変
更
と
な
っ
た
方
な
ど
） 

※
１０
月
以
後
に
実
施
す
る
特
別
徴
収
か
ら
、

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象
者
が
転

出
し
た
場
合
や
税
額
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
、一
定
の
要
件
の
下
で
特
別
徴
収
が
継

続
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４ 

 

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
 

家
屋
の
取
壊
し
、新
増
築
、用
途
 

変
更
、未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更
、 

土
地
の
利
用
状
況
変
更
な
ど
 

 

固
定
資
産
税（
家
屋
）の
減
額
措
置
 

年
金
か
ら
市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
 

（
天
引
き
）が
始
ま
り
ま
す
 

税務課からの 
お知らせ 

住
宅
耐
震
改
修
を
し
た
と
き 

高
齢
者
等
居
住
改
修（
バ
リ
ア
フ
リ
ー 

改
修
）を
し
た
と
き 

熱
損
失
防
止
改
修（
省
エ
ネ
改
修
）を
し
た 

と
き 

９ 「市政のひろば」つしま2016.10
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対
象 

第
１
期
…
生
後
１２
月
〜
２４
月
に
至
る
ま
で
の

方 

第
２
期
…
平
成
２２
年
４
月
２
日
〜
２３
年
４
月

１
日
生
の
方 

接
種
期
間
　 

第
１
期
…
２
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で 

第
２
期
…
平
成
２９
年
３
月
３１
日
ま
で 

 

そ
の
他
　
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、保
健
セ

ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

・
津
島
市
が
配
布
し
た
予
診
票
を
お
持
ち
で

な
い
方 

・
ア
レ
ル
ギ
ー
や
重
い
疾
患
が
あ
る
方 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 

     

     

接
種
期
間
　
１０
月
１７
日

〜
１２
月
１６
日

 

接
種
場
所 

　
市
内
の
指
定
医
療
機
関
お
よ
び
海
部
地
域

内
の
指
定
医
療
機
関(

一
覧
参
照) 

対
象 

①
津
島
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、接
種
時
に

満
６５
歳
以
上
の
方 

②
津
島
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、接
種
時
に

満
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
方
で
、心
臓
、腎

臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
、ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能

に
障
害
を
有
す
る
方（
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
相
当
） 

※
②
に
該
当
さ
れ
る
方
は
事
前
に
保
健
セ
ン

タ
ー
窓
口
で
申
請
が
必
要
で
す
。
身
体
障

害
者
手
帳
を
持
参
の
上
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

接
種
費
用
　
１
０
０
０
円 

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料（
事
前
の
申
請
が

必
要
で
す
。
印
鑑
と
受
給
証
明
書
を
持
参

の
上
、保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
） 

接
種
回
数
　
１
回 

そ
の
他 

　
予
診
票
は
、基
本
的
に
医
療
機
関
に
置
い

て
あ
り
ま
す
。
予
診
票
が
置
い
て
な
い
場
合
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 

 

予
防
接
種
・
が
ん
検
診
の
ス
ス
メ
 

麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン（
Ｍ
Ｒ
） 

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
 

高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧（市内） 高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧（市内） 高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧（市内） 

※指定医療機関等の都合により変更になる場合があります。 
※実施期間・接種曜日・接種時間は、各医療機関で異なりますので、予約の際などにご確認ください。 
※愛西市、弥富市、あま市および海部郡内の指定医療機関は市ホームページに掲載してある医療機関一覧をご確認いただくか、保健センターまで
　お問合せください。 

あいち健康クリニック 

安藤病院 

井田医院 

稲川耳鼻咽喉科クリニック 

奥村クリニック 

加藤医院 

神守診療所 

クリニックつしま 

くろかわ内科クリニック 

ＣＯＣＯＲＯ　ＣＬＩＮＩＣ 

後藤整形外科 

サトウ胃腸クリニック 

篠田内科 

ジュンクリニック 

すぎのクリニック 

杉山クリニック 

 

藤里町 

唐臼町 

西柳原町 

東柳原町 

申塚町 

宇治町 

神守町 

百島町 

神守町 

柳原町 

南新開町 

錦町 

藤浪町 

橋詰町 

元寺町 

中地町 

蛭間町 

米町 

愛宕町 

新開町 

今市場町 

葉苅町 

南新開町 

江東町 

神守町 

東愛宕町 

高台寺町 

西愛宕町 

南門前町 

神守町 

又吉町 

 

２３-１２１２ 

３１-４０７０ 

２６-２６７６ 

２６-３３７６ 

２２-２６００ 

２４-１５１５ 

２８-３６５０ 

２８-７１１１ 

２２-２２８８ 

２２-１００７ 

２５-５５１１ 

２８-３１０２ 

２５-６３３１ 

２２-２３３３ 

２５-８１２２ 

２６-２００６ 

 

２４-３３１３ 

２６-２４０９ 

２８-３７１１ 

５５-８７１８ 

５５-９１１１ 

２４-０１１１ 

２３-０１２０ 

２８-６３００ 

２４-３３７０ 

２５-８３５５ 

３３-０８８８ 

２６-７５８４ 

２６-２０２２ 

２６-３８７７ 

２６-２８５１ 

 

たご耳鼻咽喉科 

田中こどもクリニック 

たやす腎クリニック 

つしまこどもアレルギークリニック 

つしまセントラルクリニック 

津島中央病院 

津島リハビリテーション病院 

坪内医院 

はせ川外科 

彦坂外科 

平井クリニック 

平野医院 

松永医院 

八木澤耳鼻咽喉科医院 

ワシノ医院 

 

医療機関名 

 

所在地 電話番号 医療機関名 

 

所在地 電話番号 

「市政のひろば」つしま2016.10１０ 

市役所　124-1111 予防接種・がん検診のススメ 

 



 

  

検
診
内
容
等
　
検
診
内
容
一
覧(

表
１)

参
照 

検
診
実
施
日
　
実
施
日
程
表(

表
２)

参
照 

申
込
　
１０
月
３
日

〜
１４
日

に
次
の
い
ず

れ
か
の
方
法
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

※
今
年
度
す
で
に
胃
が
ん
、大
腸
が
ん
、肺
が

ん
検
診
を「
個
別
検
診
」で
受
診
し
た
方
は
、

申
し
込
み
が
で
き
ま
せ
ん
。 

①
1
２３
ー

１
５
５
１ 

②
　
２４
ー

４
３
５
４ 

③
ハ
ガ
キ
　
※
申
込
期
間
最
終
日
必
着 

〒
４
９
６
ー

０
８
６
３
　
上
之
町
１
ー

６０ 

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

※
②
、③
の
方
法
で
お
申
し
込
み
の
方
は
、次

の
必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
郵
便
番
号
、住
所
、氏
名
、生
年
月
日
、電
話

番
号
、検
診
名
、受
診
希
望
日
の
第
１
〜
第

３
希
望
日 

※
１０
月
下
旬
に
受
診
の
ご
案
内
と
検
診
票
等

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。 

定
員
　
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、

抽
選
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

受
診
料
の
免
除
　
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
受

診
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
の
で
、事
前
に
保

健
セ
ン
タ
ー
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方 

　
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

・
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方 

　
福
祉
課(
市
役
所
１
階)

で
受
給
証
明
書
を

取
得
し
、印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 

 

 

  対
象
・
接
種
方
法 

第
１
期
…
生
後
６
月
〜
９０
月
に
至
る
ま
で（
標

準
的
に
は
３
歳
か
ら
） 

・
初
回
接
種
…
６
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て

２
回
（
標
準
的
に
は
６
日
〜
２８
日
ま
で
の

間
隔
） 

・
追
加
接
種
…
初
回
接
種
終
了
後
６
月
以
上

の
間
隔
を
お
い
て
１
回
（
標
準
的
に
は
お

お
む
ね
１
年
後
） 

第
２
期
…
９
歳
以
上
１３
歳
未
満 

　
第
１
期
接
種
を
終
え
た
９
歳
以
上
で
１
回 

※
平
成
７
年
４
月
２
日
〜
１９
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
方
は
、２０
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま

で
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
母

子
健
康
手
帳
を
ご
確
認
の
上
、不
足
分
の

接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
１９
年
４
月
２
日
〜
２１
年
１０
月
１
日
生

ま
れ
の
方
で
、第
１
期
（
３
回
）の
接
種
を

完
了
し
て
い
な
い
場
合
、９
歳
以
上
１３
歳

未
満
の
間
に
第
１
期
不
足
分
の
接
種
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
母
子
健
康
手
帳

を
ご
確
認
の
上
、不
足
分
の
接
種
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。 

         

   

平
成
２８
年
１０
月
１
日
か
ら
定
期
接
種
に
な

り
ま
す
。 

対
象
　
生
後
１
歳
に
至
る
ま
で(

た
だ
し
、平

成
２８
年
４
月
１
日
以
後
に
生
ま
れ
た
方) 

※
標
準
的
に
は
生
後
２
月
に
至
っ
た
時
か
ら

生
後
９
月
に
至
る
ま
で
の
期
間 

接
種
方
法（
全
３
回
接
種
） 

　
１
回
目
・
２
回
目
…
２７
日
以
上
の
間
隔
を

お
い
て
２
回
接
種 

　
３
回
目
…
第
１
回
目
の
注
射
か
ら
１
３
９

日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
１
回
接
種 

そ
の
他 

・
平
成
２８
年
１０
月
１
日
か
ら
前
の
接
種
で
、

定
期
接
種
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

定
期
と
み
な
し
、残
り
の
回
数
を
接
種
し

て
く
だ
さ
い
。 

・
対
象
者
に
は
個
別
通
知
を
し
て
い
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

・
平
成
２８
年
８
月
１
日
以
後
に
生
ま
れ
た
方

に
は
、生
後
２
月
に
な
る
前
に
個
別
通
知

に
て
予
診
票
を
送
り
ま
す
。 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 

        

日
本
脳
炎
 

集
団
が
ん
検
診
等
の
お
し
ら
せ
 

Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
に
 

つ
い
て
 

（表１）検診内容一覧　※対象者はすべて市内在住の方 （表２)実施日程 

胃がん検診 

大腸がん検診 

肺がん検診 

 

 
骨粗鬆症 
検診 
 

対象者 
検診の種類 

実施日 

１１月１０日  

１１月１３日  

１１月１７日

１１月２０日  

１１月２２日

検診 
時間 

会　場 

午前９時～ 
正午 

保健 
センター 

胃 
がん 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

大腸 
がん 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

肺 
がん 

○ 

 

骨粗 
鬆症 

 

○ 

 

定　員 

各日とも 
４０人 
期間内 
２００人 

５０人 

 

 
１００人 

検診内容 

胃部エックス線撮影 

便潜血検査（２日法） 

胸部エックス線撮影 

 

骨密度測定 
(踵部の超音波法)

受　診　料 

７０歳未満 ７０歳以上 

１,０００円 

４００円 

５００円 

 

 
７００円 

５００円 

２００円 

２００円 

 

 
３００円 

検診名 

４０歳以上 
の方 

３０歳以上の女性
で、平成２６・２７年
度にこの集団検
診を受診してい
ない方 

こつそしょうしょう 

１１ 「市政のひろば」つしま2016.10

市役所　124-1111予防接種・がん検診のススメ 
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